
  ○上天草市病院企業職員倫理規程 

           平成２６年７月３１日病院事業管理規程第１３号 

          改正 

            平成２９年３月３１日病院事業管理規程第１０号 

上天草市病院企業職員倫理規程 

 上天草市病院企業職員倫理規程については、上天草市職員倫理規則（平成２６

年上天草市規則第１１号。以下「規則」という。）を準用する。この場合において、

規則中「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは「上天草市病院事業管

理者」と、「総務企画部長」とあるのは「事務部長（事務部長を置かない場合にあ

っては、事務長）」と、「本市」とあるのは「上天草市病院事業」と読み替えるも

のとする。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月３１日病院事業管理規程第１０号） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


